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白岡市住民投票条例の骨子（修正案） 

 

１ 趣旨について 

 白岡市住民投票条例は、白岡市自治基本条例第１９条第２項の規定に基

づき、住民投票を実施するために必要な事項を定めるものです。  

 

２ 住民投票条例に付すことができる重要事項について  

⑴ 住民投票に付すことができる事項は、市政に関する重要事項（以下

「重要事項」といいます。）とします。 

   重要事項とは、市が処理する事務のうち、現在又は将来の住民福祉

に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の

間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる

状況がある等、住民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものと

します。ただし、次に掲げる事項を除きます。 

①別の法令（法律、政令等）の規定に基づいて投票を行うことができ

る事項 

②特定の市民又は地域にのみ関係する事項 

③市の組織、人事及び財務に関する事項 

④市の権限に属さない事項 

⑤市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項 

⑥その他、住民投票に付することが適当でないと市長が認める事項 

 ⑵ 市長は、住民投票の実施が請求されようとする事項が、住民投票に

付す事項として適当でないと判断したときは、その理由を添えて、速

やかに公表しなければならないものとします。 

 

３ 住民投票の執行について 

 ⑴ 住民投票は、市長が執行するものとします。 

 ⑵ 市長は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、住民投票の管

理及び執行に関する事務を白岡市選挙管理委員会（以下｢選挙管理委員

会｣といいます。）に委任するものとします。 
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４ 投票資格者について 

 住民投票の投票資格を有する者（以下「投票資格者」といいます。）は、 

公職選挙法第９条第２項に規定する白岡市の議会及び長の選挙権を有する  

者とします。ただし、公職選挙法第１１条第１項及び第２項に該当する者

については、投票の資格を有しないものとします。  

 

５ 住民投票の請求について 

 ⑴ 投票資格者は、重要事項について、その総数の６分の１以上の者の

連署を持って、その代表者（以下「実施請求代表者」といいます。）か

ら市長に対して重要事項に関する住民投票の実施を請求することがで

きます。 

   この場合において、署名に関する手続き等は、地方自治法の規定に

基づいて行われる直接請求の例によるものとします。  

 ⑵ 議会は、重要事項について、地方自治法第１１２条第２項の規定に

基づき議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により住民投票

を発議することにより、市長に対して住民投票の実施を請求すること

ができます。 

 ⑶ 市長は、重要事項について、自ら住民投票を発議し、実施すること

ができます。 

 ⑷ 市長は、上記⑴の規定による市民からの請求（以下「市民請求」と

いいます。）があったとき、上記⑵の規定による議会からの請求(以下

「議会請求」といいます。)があったとき、又は上記⑶の規定により自

ら住民投票を実施する時（以下「市長発議」といいます。）は、直ちに

その要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなけ

ればなりません。 

 

６ 投票の形式について 

 住民投票の請求を行う事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式のも  

のでなければなりません。 
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７ 住民投票の実施について 

⑴ 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、住民投票を実施し

なければなりません。 

 ⑵ 市長は、上記⑴の規定による決定をしたときは、直ちにその旨を告

示しなければなりません。 

 ⑶ 市長は、上記⑵の規定による告示の日から起算して３０日を経過し

た日から９０日を超えない範囲内において住民投票の投票期日を定め、

住民投票を実施するものとします。 

 

８ 投票資格者名簿の登録について 

 ⑴ 市長は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとし

ます。 

 ⑵ 上記⑴の規定による投票資格者名簿の調製については、公職選挙法

第１９条から第３０条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれ

に代えるものとします。 

⑶ 投票資格者名簿に登録されていない者は、住民投票において投票す

ることができません。 

 

９ 投票の方法について 

 ⑴ 住民投票は、１人１票に限り、無記名で行うものとし、秘密投票と

します。 

 ⑵ 住民投票において投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）

は、投票期日の当日に自ら投票所に行き、投票しなければなりません。 

 ⑶ 投票人は、住民投票に付された事項に賛成するときは投票用紙の投

票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自

ら記載しなければなりません。 

 ⑷ 上記⑶の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により自ら○

又は×の記号を記載することができない投票人は、代理投票をするこ

とができます。 

 ⑸ 上記⑶の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、点字投
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票をすることができます。 

 

１０ 無効投票について 

 住民投票において、次に掲げる事項に該当する投票は無効とします。  

① 所定の投票用紙を用いないもの 

② ○又は×の記号以外の記号を記載したもの 

③ ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの  

④ ○又は×の記号のいずれも記載したもの 

⑤ ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別しがたいもの  

⑥ 白紙投票 

 

１１ 情報の提供について 

 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する情報を市民

に対して提供しなければなりません。 

 

１２ 住民投票の成立要件  

 住民投票は、ひとつの住民投票に投票した者の総数が投票資格者総数の

２分の１に満たないときは、成立しないものとします。 

 

１３ 投票結果の告示等について 

 住民投票は、投票の成立・不成立にかかわらず、開票するものとします。 

市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとと

もに、実施請求代表者及び議会に通知しなければなりません。  

 

１４ 投票結果の尊重について 

 市民、議会及び市長は、住民投票の結果（不成立となった投票を除く。）

を尊重するものとします。 

 

１５ 住民投票の請求の制限期間について 

 住民投票が実施された場合（住民投票が不成立となった場合を除く。）に
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は、その結果が告示された日から起算して２年が経過するまでの間は、同

一の事項又は当該事項と同旨の事項については、住民投票の請求を行うこ

とはできません。 

 

１６ 投票運動について 

 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思

が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害

されるものであってはなりません。 

 

１７ 投票及び開票  

 前項目までに規定されているもののほか、住民投票に関する投票及び開

票に関する事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規

則の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例によるものと

します。 

 

１８ 規則への委任について 

 住民投票条例に定めるもののほか、市民投票の実施に関し必要な事項は、

規則で定めるものとします。 


